
随意契約の結果
【令和４年５月分】役務・物品購入 独立行政法人都市再生機構九州支社

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

ＵＲ北九州営業センター　看板
掲出料（区画８・９）

分任契約担当役
九州支社
総務部長
江崎　徳幸
福岡県福岡市中央区長浜２－２
－４

令和4年5月20日
（株）ミクニ
福岡県北九州市小倉北区紺
屋町１２－４

5290801003639 1,320,000円 1,320,000円 100.0％

ＵＲ北九州営業センターで募集業務を実施するために
使用する広告看板の管理会社であり、継続することが
業務遂行上必要であることから、会計規程第51条第3項
第1号の規定に基づき、引き続き当該業者と随意契約を
行ったものである。

-

ＵＲ北九州営業センター会議室
と小倉オフィスの賃料

分任契約担当役
九州支社
総務部長
江崎　徳幸
福岡県福岡市中央区長浜２－２
－４

令和4年5月20日
（株）ミクニ
福岡県北九州市小倉北区紺
屋町１２－４

5290801003639 5,544,000円 5,544,000円 100.0％

ＵＲ北九州営業センター会議室と小倉オフィスが入居
しているビルの管理会社であり継続することが業務遂
行上必要であるため、会計規定第51条第3項第1号に基
づき、引き続き当該業者と随意契約を行ったものであ
る。
【当該物件の選定理由：ＵＲ北九州営業センターの移
転に合わせて、会議室と小倉オフィスも同ビル５階へ
移転した】

-

ＵＲ北九州営業センター賃料

契約担当役
九州支社長
高原　功
福岡県福岡市中央区長浜２－２
－４

令和4年5月20日
（株）ミクニ
福岡県北九州市小倉北区紺
屋町１２－４

5290801003639 19,881,840円 19,881,840円 100.0％

ＵＲ北九州営業センターが入居しているビルの管理会
社であり継続することが業務遂行上必要であるため、
会計規定第51条第3項第1号に基づき、引き続き当該業
者と随意契約を行ったものである。
【当該物件の選定理由：新型コロナによる緊急事態宣
言の影響で入居していたビルが休業となり十分な営業
ができなかったことと、ビルのリニューアルで階数を
移転する依頼があったため、利便性が同等で営業を継
続できる観点から移転した】

-

契約相手方の氏名
及び住所

工事、業務又は物品購入等契約
の

名称及び数量等

（非公表）
概　　　要
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公益法人の場合


